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当
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

案
件
は
、
補
正
予
算
担
当
分
４
件
、

一
般
会
計
決
算
担
当
分
、
特
別
会

計
決
算
３
件
の
計
８
件
で
、
２
日

間
に
わ
た
り
慎
重
な
審
査
を
委
員

全
員
出
席
の
も
と
行
い
ま
し
た
。 

第
56
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
担
当
分
で
は
、
屋
外

プ
ー
ル
に
つ
い
て
平
成
１９
年
１０
月

に
漏
水
と
の
指
摘
が
あ
り
本
格
的

に
今
年
度
調
査
を
実
施
し
た
が
、

箇
所
が
特
定
で
き
ず
配
管
の
や
り

直
し
が
必
要
で
来
年
度
の
開
場
に

向
け
指
摘
箇
所
の
精
査
を
し
て
い

る
と
の
こ
と
。
新
給
食
セ
ン
タ
ー

は
早
め
に
結
論
が
出
る
の
か
に
対

し
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委

員
会
に
諮
問
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
で

と
答
申
を
い
た
だ
き
、
現
在
、
用

地
取
得
に
つ
い
て
県
と
協
議
し
て

い
る
と
の
こ
と
。
福
祉
関
係
で
は
、

保
育
料
収
納
率
が
前
年
対
比
１．１
ポ

イ
ン
ト
下
回
っ
た
と
あ
る
が
、
保

育
料
未
収
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考

え
て
い
る
か
に
対
し
、
収
納
率
は

低
下
傾
向
に
あ
る
。
収
納
課
と
違

い
、
通
常
業
務
以
外
で
対
応
す
る

た
め
厳
し
い
状
況
で
は
あ
る
が
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
今
年
度
は

差
し
押
さ
え
１
件
実
施
す
る
と
共

に
、
随
時
、
分
納
相
談
も
行
い
な

が
ら
対
応
し
て
い
る
状
況
で
あ
る

と
の
こ
と
。
討
論
な
し
、
採
決
の

結
果
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お

り
認
定
。 

第
57
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
で
は
、

全
国
的
に
保
険
証
を
持
た
な
い
子

ど
も
の
い
る
世
帯
が
あ
る
が
、
保

険
証
を
持
た
な
い
世
帯
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
対

し
、
資
格
証
を
７５
世
帯
に
発
行
し

て
い
る
が
、
未
就
学
児
及
び
老
人

保
健
法
の
適
用
を
受
け
て
い
る
方

に
は
資
格
証
の
発
行
を
し
て
い
な

い
と
の
こ
と
。
採
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
認
定
。 

第
59
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
で
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
が
開
始

さ
れ
、
老
人
保
健
特
別
会
計
は
い

つ
ま
で
残
る
の
か
に
対
し
、
平
成

２１
年
度
ま
で
と
の
こ
と
。
討
論
な

し
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
認
定
。 

第
61
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
で
は
、
施

設
サ
ー
ビ
ス
費
が
減
少
し
て
い
る
。

報
酬
単
価
な
ど
が
影
響
し
、
今
後

も
続
く
の
か
の
質
疑
に
対
し
、
施

設
へ
の
入
所
者
の
人
数
は
増
え
て

い
る
。
平
成
１８
年
度
に
報
酬
単
価

は
引
き
下
げ
ら
れ
、
影
響
は
あ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。
施
設
給
付

費
の
全
体
は
伸
び
て
い
る
と
の
こ

と
。
討
論
な
し
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
全
員
で
原
案
の
と
お
り
認
定
。 

第
63
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉
川

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

担
当
分
で
は
、
中
曽
根
小
学
校
体

育
館
の
雨
漏
り
の
修
繕
等
。
ま
た
、

総
合
体
育
館
、
旭
公
園
球
場
、
温

水
プ
ー
ル
（
電
動
バ
ル
ブ
の
交
換
、

ろ
過
タ
ン
ク
の
交
換
、
女
子
ト
イ

レ
・
障
が
い
者
ト
イ
レ
等
）
の
修

繕
を
行
う
と
の
こ
と
。
福
祉
関
係

で
は
、
障
が
い
者
日
常
用
具
給
付

費
の
増
額
で
は
、
利
用
者
の
数
も

増
え
障
が
い
者
の
方
に
不
便
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 

討
論
な
し
、
採
決
の
結
果
、
賛
成

全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
。 

第
64
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉
川

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）
で
は
、
前
期
高

齢
者
交
付
金
の
減
額
は
の
質
疑
に

対
し
、
６５
才
以
上
７４
歳
ま
で
の
被

保
険
者
の
加
入
率
に
応
じ
て
財
政

調
整
し
て
い
る
。
交
付
金
に
つ
い

て
市
が
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
い
基
金

で
計
算
を
行
っ
て
全
体
の
調
整
が

な
さ
れ
、
交
付
決
定
が
あ
っ
た
と

の
こ
と
。
討
論
な
し
、
採
決
の
結

果
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り

可
決
。 

第
66
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉
川

市
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
で
は
、
平
成
１９
年
度

事
業
の
確
定
に
伴
う
支
払
い
基
金

や
国
庫
支
出
金
の
清
算
交
付
と
県

負
担
金
等
の
返
還
で
あ
る
。
ま
た
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
２０

年
度
、
２１
年
度
は
特
別
会
計
を
も

ち
、
そ
の
後
廃
止
す
る
と
の
こ
と
。

討
論
な
し
、
採
決
の
結
果
、
賛
成

全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
。 

第
68
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉
川

市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
で
は
、
繰
越
金
が
あ

り
、
８
千
万
円
ほ
ど
の
実
質
収
支

と
な
っ
て
い
る
が
、
国
な
ど
へ
の

負
担
金
の
精
算
や
、
事
務
費
や
負

担
金
の
精
算
を
行
う
と
残
り
は
約

２
千
万
円
で
、
基
金
に
積
み
立
て

る
こ
と
に
な
る
が
、
３
年
間
の
収

支
と
し
て
は
約
２
千
万
円
積
み
立

て
て
も
厳
し
い
と
考
え
て
い
る
。 

今
回
積
立
で
き
る
の
は
、
昨
年
度

の
施
設
給
付
が
予
定
よ
り
も
少
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
こ
と
。

討
論
な
し
、採
決
の
結
果
、
賛
成

全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
。 

　
総
務
水
道
常
任
委
員
会
に
は
、

条
例
上
程
が
１
議
案
、
平
成
１９
年

度
一
般
会
計
決
算
認
定
、
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
の
２
議
案
、
平

成
２０
年
度
補
正
予
算
担
当
分
の
１

議
案
の
計
４
議
案
が
付
託
さ
れ
、

２
日
間
、
委
員
全
員
出
席
の
も
と

に
審
査
致
し
ま
し
た
。 

第
51
号
議
案
　
吉
川
市
都
市
計
画

税
条
例
で
は
、
市
民
の
署
名
の
取

り
扱
い
は
、
に
対
し
、
２
千
人
弱

の
署
名
を
い
た
だ
き
、
真
摯
に
受

け
止
め
る
が
、
方
針
変
更
に
は
至

ら
な
い
。 

　
こ
れ
か
ら
の
事
業
費
を
踏
ま
え

０．２
％
に
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
根

拠
は
、
ま
た
、
事
業
費
の
積
算
、

時
期
と
使
途
は
予
算
決
算
で
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
が
、
ど
ん
な
方

法
で
行
う
の
か
、
そ
の
内
訳
に
つ

い
て
。
新
た
な
税
が
か
か
る
こ
と

で
、
交
付
税
、
補
助
金
削
減
の
心

配
は
な
い
か
、
に
は
、 

　
長
期
的
な
視
野
に
お
い
て
決
定

し
た
も
の
。
事
業
費
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
事
業
の
償
還
に
５０
〜

５５
億
円
、
こ
れ
か
ら
の
事
業
費
が

４０
〜
５０
億
円
で
あ
る
。
交
付
税
の

算
出
上
、
都
市
計
画
税
は
す
で
に

導
入
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
都

市
計
画
、
下
水
道
事
業
な
ど
の
需

要
額
が
算
出
さ
れ
て
お
り
、
新
型

交
付
税
に
な
っ
た
現
在
で
も
取
り

扱
い
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

基
準
財
政
収
入
額
に
及
ぼ
す
影
響

は
な
い
、
と
の
答
弁
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
事
業
費
を
算
定
し
て
い
く

ら
に
な
る
の
か
、
に
は
、 

　
越
谷
吉
川
線
で
５
億
円
程
度
、

三
郷
流
山
線
で
３
億
円
程
度
、
中

央
地
区
区
画
整
理
で
１３
億
円
程
度
、

雨
水
の
中
央
排
水
区
で
３
億
円
程

度
、
第
１
調
整
池
で
４
億
円
程
度

等
が
見
込
ま
れ
、
事
業
認
可
な
ど

に
よ
る
変
動
も
あ
る
が
４９
億
円
程

度
見
込
ま
れ
る
。
一
般
会
計
の
償

還
で
は
５
千
万
円
程
度
、
下
水
道

の
償
還
が
５
億
円
程
度
見
込
ま
れ
、

５
億
円
か
ら
５
億
５
千
万
円
の
償

還
が
必
要
と
の
答
弁
等
が
あ
り
、

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
納
税
義

務
者
が
１
万
４
千
８
０
９
人
、
税

額
が
４
億
５
千
７
８
１
万
４
千
円

と
あ
る
が
、
間
違
い
が
な
い
か
の

確
認
と
い
く
ら
ぐ
ら
い
の
税
額
が

ど
の
く
ら
い
の
人
に
課
税
さ
れ
る

の
か
、
に
は
、 

　
算
定
額
と
そ
の
人
数
が
報
告
さ

れ
、
最
高
額
は
、
１
千
万
円
以
上

の
人
が
１
名
と
の
答
弁
で
し
た
。

以
上
で
審
査
が
終
了
。
反
対
討
論

が
あ
り
、
そ
の
後
の
採
決
の
結
果
、

可
否
同
数
。
よ
っ
て
委
員
会
条
例

第
１７
条
の
規
定
に
基
づ
き
委
員
長

裁
決
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と

決
定
致
し
ま
し
た
。 

第
56
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て 

　
歳
出
面
で
は
、
担
当
分
で
あ
る

款
・
項
・
目
ご
と
に
使
途
の
説
明

や
成
果
に
つ
い
て
の
質
疑
が
集
中

し
ま
し
た
。
人
件
費
全
般
で
は
、

臨
時
・
非
常
勤
職
員
が
、
資
料
に

よ
る
と
２
５
９
名
も
い
る
。
非
正

規
職
員
の
増
加
は
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
行
政
と
し
て
率
先
し

て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
に
対
し
て
、 

　
正
規
職
員
に
準
じ
る
臨
時
職
員

も
い
る
の
で
今
後
考
え
て
い
く
。

今
年
の
人
事
院
勧
告
で
も
非
常
勤

職
員
の
給
与
の
見
直
し
に
つ
い
て

示
さ
れ
て
い
る
等
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。 

　
続
い
て
、
歳
入
で
は
、
実
績
と

し
て
は
４
億
５
千
万
円
の
増
、
単

年
度
収
支
を
見
て
も
１
億
円
の
黒

字
、
も
っ
と
市
民
要
望
に
応
え
ら

れ
た
の
で
は
、
市
税
の
繰
越
が
４

億
５
千
万
円
と
多
額
で
あ
る
。
過

去
と
比
べ
て
も
大
き
す
ぎ
な
い
か

等
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、
討
論
な
し
。
採
決

の
結
果
、
可
否
同
数
。
よ
っ
て
委

員
会
条
例
第
１７
条
の
規
定
に
基
づ

き
委
員
長
裁
決
で
、
原
案
を
認
定

す
る
こ
と
に
決
定
致
し
ま
し
た
。 

第
62
号
議
案
　
平
成
19
年
度
吉
川

市
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に

つ
い
て 

　
こ
の
議
案
に
対
し
て
は
、
質
疑

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
採
決
の

結
果
、
賛
成
全
員
で
し
た
。
よ
っ

て
原
案
を
認
定
す
る
こ
と
に
決
定

致
し
ま
し
た
。 

第
63
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉
川

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

担
当
分
は
、 

　
歳
出
関
係
で
は
、
も
っ
と
市
民

要
望
に
応
え
る
べ
き
だ
、
に
は
、 

　
市
民
要
望
は
多
々
あ
り
、
全
て

に
は
応
え
き
れ
な
い
。
選
択
と
集

中
の
観
点
か
ら
応
え
て
い
き
た
い
、

と
の
答
弁
で
し
た
。 

　
補
正
全
般
、
補
正
予
算
の
要
求

額
は
、
に
対
し
て
は
、 

　
要
求
額
は
積
立
金
を
含
み
約
１３

億
７
千
万
円
。
基
金
積
立
金
を
除

き
約
８
億
円
で
あ
っ
た
、
と
の
答

弁
が
あ
り
、
今
後
の
補
正
予
算
、

来
年
度
当
初
予
算
編
成
に
お
い
て

は
、
市
民
が
光
を
見
出
せ
る
編
成

を
お
願
い
し
た
い
、
等
の
審
議
や

要
望
が
寄
せ
ら
れ
、
質
疑
終
了
。

討
論
な
し
。
採
決
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る

こ
と
に
決
定
致
し
ま
し
た
。 

委員会 委員会 


